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【神崎】 それでは，第 2部，パネルディスカッショ

ンを開始させていただきます。このパネルディスカッ

ションの進行はモデレーターの浅野勝美先生にお願い

します。それではよろしくお願いいたします。

【浅野】 パネルディスカッションのモデレーターを

務めます浅野でございます。

日本におけます農水産物の保護は，特許法，商標法，

種苗法等，いろいろな法律を駆使して行われておりま

す。本日は，この分野に詳しい先生方にお集まりいた
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平成26年 5月 9日に，平成25年度農林水産知財対応委員会企画による会員研修が開かれた。第1部で

は，特許法と種苗法，商標法と種苗法によるベーシックな保護の比較について，伊藤武泰氏による基調講演が

行われ，第2部では，農業知財分野における7人の第一人者の弁理士を招き，農業と知財の最先端についてパ

ネルディスカッションを行った。当日のパネルディスカッションの内容を本稿にて紹介する。主な論点は，種

苗法の現物主義と保護態様，特許法との二重保護に伴う問題点，知財マネジメント，地理的表示，弁理士のか

かわり方等である。会員各位にとって有益な情報となり，今後の農業知財分野の進展に繋がれば幸いである。
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だきましたので，この点を徹底的に議論したいと思っ

ております。

１．種苗法における現物主義

【浅野】 まずは，特許法による保護と種苗法による

保護から議論したいと存じます。両法の制度上の違い

につきましては過年度委員会で議論しました。本年度

は，両法の運用上の違いについて議論しました。先ほ

どの伊藤先生の基調報告でもありましたように，特許

法と種苗法の最も大きな違いは，特許法は文言主義

（クレーム主義），種苗法は現物主義をとる点です。そ

れで，この点から入っていきたいと思います。

現物主義とは何か，これを先ほど基調報告していた

だいた伊藤先生，一言でお願いしたいと思います。

【伊藤】 今，浅野先生もおっしゃったように，特許

法では文言主義ですが，種苗法では，現物，すなわち，

植物自体を実際に比較して，他の品種と出願品種とを

比較する，あるいは侵害の疑われる品種と登録品種と

を比較します。これが，品種，現物を比較して，現物

中心に考えるという現物主義になります。

【浅野】 ありがとうございます。ここは非常に大切

なところなので，種苗法という法律には，どこを見て

も「現物」とは書かれていません。だから一体何のこ

とか分かり難いところだと思いますが，その辺をこれ

から徹底的にいろいろな角度から議論したいと思いま

す。まずは保護客体との関係で，髙松先生，現物主義

はどう表われるのかというところから入っていってい

ただけませんでしょうか。

【髙松】 保護客体の違いですが，特許法では，先ほ

ど伊藤先生が説明されたとおり，クレーム主義でし

て，クレームに書いてあることが権利範囲だというこ

とです。そして，クレームは言葉で記述されておりま

すので，20 年程度ではその意味は変わらないだろうと

思われます。

また，訴訟では，被疑侵害品とクレームとを比較し

て，被疑侵害品がクレームを満たすか満たさないかで

侵害か非侵害かを決める，というのが特許法の運用に

なります。

一方，種苗法の場合には現物主義でして，権利範囲

がその登録品種自体ということです。したがいまし

て，登録品種自体を権利範囲としますと，先ほど伊藤

先生が説明されたとおり，実際に植物を育てて，それ

らが同一品種か否かで他の品種と出願品種を比較した

り，侵害か非侵害を決定する，ということになります。

そして，対象が実際の植物ですので，その世代が変

わったりすると品種の形状等が変化する可能性があり

ます。そうすると，時代とともに，その登録品種とさ

れているもの自体が本当に登録品種かという疑問が出

てくる，そういう不安定さが種苗法にはあります。

あと，訴訟では，特許の場合にはクレームと被疑侵

害品とを比較すればいいのですが，種苗法では，登録

品種と，実際の被疑侵害品種と比較栽培する登録品種

と思われるものが本当に登録品種かというのをまず確

かめなければなりません。

【浅野】 髙松先生，権利行使のことはまた後でやり

ますので。まずは権利取得についてお願いします。

【髙松】 そうですか。そういたしますと，違いとい

うと，種苗法では登録品種自体が時代とともに変わっ

てしまう可能性があるという部分が，時代が変わって

も変化しないと思われるクレーム主義の特許法とは違

うということになります。

【浅野】 特性表との関係で何かコメントございませ

んか。

【髙松】 特性表自体は権利範囲には全く関係ないと

いうところでしょうか。基調講演で伊藤先生も説明さ

れましたけれども，特性表には，対象とする品種が有

する葉の形状や丈の高さ等の重要な形質に係る特性と

いった特許法のクレームみたいなものが記載されてい

るのですが，実際には権利範囲には全く関係ないとい

うところが違います。

【浅野】 ここで特性表についてみます。神﨑先生に

資料を持ってきてもらっているので，ご説明いただけ

ますか。

【神崎】 特性表は，出願人が自分の開発・創作した

植物がどういう特性を備えているのかということを

チェックして農林水産省に提出します。次に，農林水

産省では，その特性をほんとうに備えているかどうか

を，実際に植えてチェックしていきます。ですから，

出願時の特性表というのは，出願人が，自分の創作し

た植物がどういう特性を備えているかという事を出願

人自身が確認した書類という意味合いを持っており，

権利設定時の特性表というのは，その書類に基づいて

農林水産省が確認した書類という意味合いを持ってい

ます。

【髙松】 その補足ですが，その登録した時の特性表
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資料１

資料２

というのは，その栽培地，例えば種苗管理センターで

実際に育てたときの土の状態とか天候状態の場合の特

性であって，絶対的なものではない。これが登録され

た時の特性表の特徴になります。

【浅野】 今日初めて聞いた方，あるいはあまりやっ

ていない方は，何か非常に不安定な感じがすると存じ

ます。権利取得過程で現物主義はこのような形になっ

て表われているのだということを言っているつもりな

のですが，会場の皆さん，何かご質問とかございませ

んでしょうか。なければ，今度は登録になった後，権

利行使局面で現物主義がどう表われるかという点に移

りたいのですが。井上先生，お願いします。

【井上】 その前に，現物主義の種苗法において，ど

うすれば権利になるかについて説明します。特許権は

どうすれば取れるか。拒絶理由が解消すれば，或い

は，拒絶理由がなければ特許になる。種苗法も同じで

す。拒絶理由に該当しなければ，種苗法上権利の取得

が可能です。

資料 1は第 1部で伊藤先生がお話しになられたこと

をまとめたものです。特に先ほどの現物主義との関連

で気をつけていただきたいのは，特許法 29 条 1 項 3

号の刊行物公知というものが概念として種苗法には存

在しません。公然に発明（植物）が知られたもしくは

公然に譲渡（実施）されていれば，特許法 29 条 1 項 1

号又は 2 号と同様，種苗法でも拒絶理由（種苗法第 3

条）に該当しますが，単にカタログに載っていました，

例えばどこかで，学会で発表しましたというのは種苗

法上何のペナルティーもありません。それが同じよう

にいわゆる新規性喪失の例外（未譲渡性）についても

出願前に学術誌などの刊行物で公表してしまっていて

も，特許法 30 条と異なり，種苗法上の 4条 2項の適用

がありません。もちろん，進歩性という概念もありま

せん。

ここで，刊行物公知というものに関しまして，昨年

度委員会で僕が初めてやりましたが，遺伝子組み換え

植物にフォーカスを当てました。花の色を変える遺伝

子というものです。資料 2にはカーネーションについ

ての特許権と育成者権と書いてありますが，この研究

開発のゴールは青いバラです。

特許公報の実施例には，遺伝子 2つを品種名がホワ

イトユネスコというカーネーションに形質転換しまし

たと書いてあります。また，表現型はこんなものです

よと書いてあります。

一方，品種登録出願には，同じように，同じ遺伝子

名が書いてあります。親株ホワイトユネスコに遺伝子

を入れてこうやってつくりましたとあります。

出願日の関係から見ますと，両者（特許出願が先願，

品種登録出願が後願）は特許法で言えば 29 条の 2 も

しくは 184 条の 13 に該当するケースです。しかしな

がら，もともと種苗法というのは，形質転換の方法や

表現型が紙に書いてあったとしても，文献公知によっ

ては何ら拒絶されないという特徴がありますので，両
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資料３

資料４

資料５

方とも権利化することが可能であるということです。

また遺伝子特許につきましては，その遺伝子を用いた

植物の品種登録出願が先に公開されたとしても，その

品種登録出願公報に具体的に遺伝子配列が記載されて

いるわけではないので，後願として遺伝子特許出願を

したとしても新規性違反とはなりません（資料 3）。

資料 4の権利行使手続に関してなのですが，バイオ

分野の範疇にあるということを留意ください。基本的

に現在特許になり得る，実施可能要件とかその他のも

のを満たすものに関しては 2 つのパターンがありま

す。遺伝子配列番号XXで規定される植物，これに関

しましても概念としての植物です。その遺伝子配列を

持っていればどんな植物であっても技術的範囲です。

もう一つ，先ほど第 1部でありましたが，カズサ 4号

です。これは受託番号で規定される，植物そのもので

す。種苗法の保護対象は「品種」であり現物主義，特

許法の保護対象は「発明」という抽象的概念でありク

レーム主義と言っていますが，実は特許法でもかなり

例外的に，現物を対象とする特許の取り方がありま

す。

ちなみに，これはディスカッションなので，この両

方の，受託番号か配列番号を含む出願を扱った方い

らっしゃいますか。あまりいらっしゃらないですね。

実はこの受託番号に関しましては種子を寄託するとい

う感じでありまして，普通特許出願に必要なものは，

明細書，請求の範囲，要約書，図面などの書面ですが，

受託番号を取得するためには現物を寄託しなければい

けないということで，限りなく種苗法に近くなりま

す。ですから，特許法の寄託制度を使っている弁理士

の方でしたらば，種苗法に関してかなり敷居が低いの

ではないかと僕は思います。

資料 5に権利行使について，対象の規定の仕方とし

て 3 パターンを用意しました。①特許：配列番号 X

で規定される植物。②特許：受託番号 Y で規定され

る植物。③登録品種：特性A，B，Cを有する植物。た

だし，特性は対比栽培で行われたことによって比べま

す。

まず，最初に「配列番号 Xを有する特性A，C，D

を示す品種」というものがあったときに，基本的に特

性Aは配列番号 Xで示される遺伝子に起因するもの

だとしますと，たとえ特性上 D という顕著な違いが

あったとしても，①の権利範囲に含まれます。一方，
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資料６

②及び③の権利範囲には含まれません。特許法上で

は，この遺伝子を持っている限りにおいて，他の特性

が異なっていても，基本的には権利が及ぶということ

です。

次に「遺伝子構成が全く同じでも環境によって異な

る品種」というものがあったとします。これは①〜③

のすべての権利範囲に含まれることになります。種苗

法においては同じ環境下での対比栽培で比較すべきだ

からであり，特許法においては，後ほど述べますが，

特性は遺伝子構成に起因するものだからです。

一方，「配列番号 X の遺伝子を有しないが特性 A，

B，C を示す他人のそら似品種」というのが存在し得

る可能性があります。たとえば黒い花というものが黒

い遺伝子によってできている場合をイメージしてくだ

さい。でも，これって，黒ですから，光の三原色 3つ

まぜても黒ですよね。赤，青，黄色まぜて黒になった

花というものに対しても特性上は区別がつかない。そ

の場合，特性のみで判断される③により規定される育

成者権の権利行使はできるのですが，当然ながら特許

法での①と②のパターンでは権利行使できません。こ

のような権利行使できる対象の違いといったものが出

てきてしまいます。

ここで特性と遺伝子（構成）についてですが，原則

育成者権の権利範囲を規定する特性とは，品種登録出

願時に提出する出願人が規定した特性ではありませ

ん。

【浅野】 それでは，今度はその特性表，あるいは重

要な形質という点でどう違うのかという話ですが，種

苗出願する場合に特性表を提出するわけですよね。

【井上】 はい。

【浅野】 ですが，それはあくまで参考資料でしかな

いというような話が何度も出てきました。その辺のと

ころはどうですか。

【井上】 基本的に特性表に記載される特性というの

は，先ほど先生がおっしゃったように，対比栽培で比

べる差異なのです。基本的に植物ですから，北海道で

栽培した場合と沖縄で栽培した場合，季節が違う場合

等によっていろいろな影響を受けてしまうわけです。

これに関しましては，昭和 50 年産業分野別審査基準

を見てみると，特性という意味が非常によくわかりま

すので，また後でお話ししたいと思います。

２．種苗法の歴史的背景と現状

【浅野】 では，さきほど言いかけた，種苗法の歴史

的な背景に進みますか。

【井上】 はい。この両方の権利が，二重保護が可能

になり，また，こういった権利範囲が複雑に錯綜して

いるようなことが容認されていることに関しまして

は，歴史的な背景があります。具体的には昭和 50 年

代に非常にクリティカルなことがありましてこういう

状況になっていますが，正直僕はそのころは弁理士ど

ころか，まだ小学生にもなっていないような状況なの

で，その当時から弁理士であった浅野先生にお話しを
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頂きたいと思います（資料 6）。

【浅野】 私よりもっと先輩の先生が多分この場の席

にもいらっしゃるのではないかと思うのですが，せっ

かくのご指名なので，その頃の話を少しさせてくださ

い。

もともと UPOV 条約（植物の新品種の保護に関す

る国際条約）という条約，パリ条約みたいなものです

が，これはなぜできたのかというお話からしたいと思

います。その頃は，ほんとうは農家の人や育種業者は

特許法を使いたかったらしいのです。ところが当時は

高度成長期ですから，出願件数が例えば昭和 55 年で

は特実合計 38 万件強，弁理士数は確か 2,500 名強で，

とてもじゃないけど対応する余裕がないということ

で，あまり熱心じゃなかったと聞いています。結局，

つれない態度をとってしまったのです。それじゃしよ

うがないということで，自分たちでつくろうとなって

つくったのが UPOV 条約なのです。ですから，

UPOV条約は当然パリ条約に似ているのです。

そのような状況の中で，小型特許みたいなイメージ

でつくったようです。UPOV 条約における名称の要

件は戦時下の農産種苗法に由来しているようです。農

産種苗法は，不良な種がつくられてしまうと食料生産

に間に合わないから，たくさん増産するためにいい種

をおこしたいのできちんとした種で流通してくださ

い，という趣旨でできていた法律です。ですから，行

為規制法になっており，今の育成者権のような権利主

義ではなかったわけです。歴史的には以上の背景があ

りました。

二重保護に関し，保護の方式について言いますと，

当時，UPOV条約は，一元論をとっておりました。今

の UPOV 条約は二元論をとっており，特許法でも種

苗法でも保護ができるというように変わっています

が，1978 年当時の UPOV 条約は一元論の下，種苗法

か特許法のどちらか一の方式で保護して下さいという

ものでした。特許法でも保護するし，新品種保護法で

も保護するといった二つの方式で保護している国，例

えば米国は，留保条項を使用していたのです。ただ

し，米国でも二重保護にならないように，片や有性繁

殖，片や無性繁殖というような違いで分けていまし

た。日本は，両方で保護できる状態だったのですが，

留保条項を使わなかったのです。だから，自動的に 1

個の方式でしか保護できない。ということになると，

特許法で保護するのか種苗法で保護するのかという問

題が生じてしまい，当時の特許関係者が不熱心なこと

もあってか，結局は農林水産省主体でやろうというこ

とに落ちつきました。けれども，法律上は，不特許事

由でもないから，特許法でも保護可能な状況だったの

ですが，特許出願されたものはどうなったかという

と，残念ながら拒絶が多かったように聞いています。

当時は遺伝子工学ものなんてなかったので，メンデル

交配物だとあまり違いが出ないのです。種苗登録的に

は特徴が出るけれども，特許的にはあまり違いが出な

いということで，それを進歩性という概念でみてしま

うと進歩性が殆どなく，拒絶となります。また，再現

性が出ないことが多いので反復継続性がなく，29 条 1

項柱書違反や実施可能要件違反で拒絶していたと聞い

ております。

【井上】 今現状どうなっているかということです

が，平成 3 年の産業分野別審査基準廃止と平成 12 年

の植物種子の寄託制度開始の間に何があったというこ

とに関しまして長谷部先生からお話をいただければと

思います。ただ，現状はこうです。現物の植物特許に

ついては，品種登録と対象が全く同一のようなものも

2000 年（平成 12 年）ぐらいから特許可能になったと

いうのが現状です。

【浅野】 ありがとうございます。次に，遺伝子組み

換え植物とメンデル交配品種の問題点を話題にしたい

のですが，まずは遺伝子組み換え植物の品種登録につ

いて，井上先生，説明してください。

【井上】 遺伝子担当の井上です。基本的にメンデル

交配とは，父親株と母親株を掛け合わせて子株をつく

るものです。基本的に，突然変異があったとしても，

0 が 1 になることがないのがメンデル交配法則です。

なぜ世の中に青いバラが存在しないかというと，青い

遺伝子がバラの中には存在しなかったからです。ない

ものはどう頑張ってもできない。ただし，赤いバラ

を，赤い遺伝子を働かなくして白いバラにすることは

突然変異とメンデル交配でもできます。ないものはな

い。どう頑張ってもメンデル交配ではできないという

ものがあるのです。それがメンデル交配法則の限界で

す。

一方，資料 7に示すように，遺伝子組み換え植物と

いうのは 3種類パターンがあります。①外来の遺伝子

を導入するパターン，これがさっき言った青いバラの

パターンです。②実はあまり知られていないのですけ

れども，内在の遺伝子をまたさらに入れてあげるも
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資料７

資料８

資料９

の。つまり，赤いものをより赤くするための遺伝子導

入。③逆に，内在の遺伝子を欠失させるというパター

ン。これは赤いものを，赤い遺伝子を働かなくさせて

白くするというパターンの 3 つであります。つまり，

①αが入る，②内在のAをAAにする，③Aをなく

すというパターンがあります。

資料 8は具体的な花の例ですけれども，上が外来の

遺伝子，カーネーションにペチュニアとパンジーの遺

伝子を入れるという，①のパターンの例です。詳しく

は去年度の農林水産知財対応委員会の答申書に掲載さ

れております。下にあるもう一つは，トレニアの内在

性の遺伝子を，同じトレニアの遺伝子に入れるとい

う，②のパターンの例です。これも品種登録されま

す。ただし，気をつけていただきたいのは，②の内在

遺伝子導入と③の遺伝子欠失のパターンは，通常の交

配＋突然変異でも十分対応，再現し得ます。つまり，

これで品種登録された後に，偶然通常交配で花の色が

濃くなった，もしくは花の色が薄くなったというもの

に対しても権利が及んでしまう可能性があるのです。

でも先ほどの規定の仕方のパターンで示した「特許：

配列番号Xで規定される植物」の場合は，通常交配＋

突然変異によるものに対して基本的に権利は及ばない

ことになります。その辺の具体的な違いが出てきてし

まいます。

次に，遺伝子組み換えの品種登録についてですが，

ここで，先ほど，特性という言葉について後で述べる

と言いましたけれども，今，現在の特許審査基準上，

「特性」と「遺伝子」の関係について言及されておりま

せんが，昭和 50 年の審査基準にはありました（資料

9）。特性というのは，遺伝子というのが決まれば特性

表現形質がわかるよねというものです。でも，昭和 50

年ですから，遺伝子構成を規定するための遺伝子配列

決定なんてまだまだ夢の夢でできませんから，しよう

がないから特性で規定してやろうとなりました。

しかしながら現在の審査基準でもそうですが，その

植物の特性がそのまま発明としての効果になる場合，

あるいは特性からその効果が自明に引き出される場

合，つまり，発明の請求項に特性を書いたとしたなら

ば，それが当業者の予想を超える顕著な効果と主張す

るのは，今であればかなり難しいと思いませんか？

こういうことがあって，特許法上この時点（昭和 50

年）で，遺伝子でとかそういったもので特定できれば
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資料 10 資料 11

よかったのでしょうが，（遺伝子配列決定が難しく

て），しようがないから特性と認めるけれど，少し自明

について考えてねというのが当時の特許法の審査基準

です。それで，先ほどの浅野先生のお話と組み合わせ

て考えていただくと審査のスタンスがよくわかってい

ただけると思います。

遺伝子組み換え植物の特性に関しましては，要する

に遺伝子構成で特性が決まるのですから，外来遺伝子

導入，内在遺伝子導入，内在遺伝子欠失，どれも特許

法上では特性です（資料 10）。ただし，先ほど第 1 部

の基調講演でも伊藤先生がおっしゃっておられました

が，重要な品種ほど細かい複数の重要な形質があるこ

とに鑑み，種苗法上の「特性」というのは「重要な形

質に係る特性」をいうと規定し直しております。

これは，弁理士の皆さんならわかると思いますが，

請求項の記載が長いほど権利範囲は狭く，請求項が短

いほど権利範囲は広いという概念と同じと考えてくだ

さい。つまり，特性表の記載が細かければ細かくなる

ほどいろいろな品種がたくさん存在していて，区別は

つきやすいですが，権利範囲は狭くなります。先ほど

伊藤先生もご説明されたかと思いますが，平成 26 年 3

月 24 日農林水産省告示第 449 号（種苗法第 2 条第 7

項の規定に基づく重要な形質を定める件の一部を改正

する件）が平成 26 年 3 月 24 日付けで公布され，同年

5 月 1 日付で施行されました。今まではざっくりと，

特性表に記載する特性として花の大きさとか花の規定

等があったのが，非常に細かくなっている品種が幾つ

もあります。つまり，日本国内ではどうかわかりませ

んが，それだけその品種のニーズが UPOV 条約加盟

国のいずれかでできているということです。

資料 11 は，従属品種という考え方です。これは種

苗法 20 条 2 項に規定されていますが，特許法 72 条に

近い規定です。利用しなければ発明が実施できない発

明，利用関係にある発明ですね。規則に書いてある育

種方法で，変異体の選抜，戻し交配，遺伝子組み換え，

細胞融合によってごくわずかな特性のみ変化させて育

成された品種というのは，これは登録可能ですが，も

との親株の種苗育成者権を持っている方の許諾がなけ

れば育成等できないという規定です。考え方として，

登録品種を利用した育成方法で育成された品種は特許

法 72 条と同じように権利の制限があるよというのが

種苗法上の規定であって，それがいわゆる従属品種と

言われるものです。

３．育種増殖方法における反復可能性の判断基準

【浅野】 ありがとうございます。次の話題の植物に

ついての特許法，種苗法の二重保護に進みたいと思い

ます。長谷部先生，お願いします。

【長谷部】 平成 10 年(行ツ)19 号という最高裁の判

例の判示事項等を紹介させていただきます。この件

は，桜桃の育種増殖法事件ということで，品種そのも

のではないわけです。もとの出願が昭和 52 年の特許

出願です。品種の出願もあったと思いますが，途中で

増殖方法という形で登録になって，それについて無効

審判等が出されまして，その無効審判でも権利は取り

消されずに生き残りました。それが高裁に上がって，

さらに最高裁に上がったという事例です。先ほど審査

基準の話もありましたが，そういった産みの苦しみの

あった当時のことが反映されている事例です。

突然変異とか交配とかを重ねて品種をつくったとい

うものなのですが，親となる株があるとき無くなって

しまったという状況になっていまして，そうすると特

許法上，要するに再現性がないのではないかが争われ

ました。物の製造であれば，原材料等を，ステップを
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踏めば同じものが再生産できるというのが科学的な物

の考え方ですが，植物の場合，一度作成されたものは

別に同じ過程をとって作成する必要はないわけです。

手に入れるためには，増殖手段としては，種もあるし，

挿し木で，栄養繁殖で得るということも可能です。し

かしながら，最初からもう一度，交配して作出するこ

とができる必要があるか，できないものは要するに反

復可能性がないというような無効理由が主張され，争

われたものです。

最高裁では，その点について，植物の新品種を育種，

増殖する方法に係る発明の育種過程における反復可能

性は，簡単に言うと，親株がなくても充足するのだと

判示しました。親株がなくても，ほかの手段で提供で

きる以上，充足するということです。植物の新品種を

育種し増殖する方法に係る発明の育種過程における反

復可能性は，科学的にその植物を再現することが当業

者においても可能であれば足り，その確率が高いとい

うことは必要としないと判示しています。1度できた

という事実は，それは紛れもないことなのだから，そ

れは科学的にできたということで，その後の反復増殖

については保証されていれば問題ないでしょう，とい

う中身だと思います。品種そのものについて争ったわ

けではないですが，増殖方法という観点で，こういっ

た争いがあり一応最高裁の判例が出たということでご

ざいます。

【浅野】 ありがとうございます。今の育種増殖方法

についてちょっとだけ時間をください。まだ私が弁理

士になったばかりのころに，「育種増殖方法」というク

レームにした場合，増殖しない限り権利侵害にならな

いから「余計な限定要素じゃないの？」と先輩の弁理

士に文句をつけたことがあるのです。ところが，今の

最高裁の判例を見ると，まさに，育種はできたけれど，

その反復性が非常に小さくても，もう育種されたのだ

から，その育種された種を使って増殖すれば反復可能

性が出るのだと考えれば，「育種増殖方法」における増

殖なんていう余計な要件はどうなんだというあまり知

識がないころの質問に対しては，今のお話しで「あ，

なるほどな」ということが分かります。決して増殖方

法における増殖という要件は無駄な要件じゃないとい

うことですね。

次に，登録品種，対比試験で用いた品種，被疑侵害

品種との関係について，髙松先生，簡単にお願いしま

す。

【髙松】 要するに，種苗法の場合には現物主義を

とっているので，登録された品種と今その登録品種と

思っている何世代か重ねた品種が同じ品種かどうかと

いうのは分からないのです。ですので，登録品種と登

録品種と思われる品種とが同一品種であることを確か

めてから，実際の被疑侵害品種と比較しなければいけ

ないという，2 段階の立証をしなければいけない。特

許法ではクレームと被疑侵害製品とを比較すればよい

のですが，種苗法の場合は 2段階の立証をしなければ

いけないところが特徴的だと思います。

【浅野】 ありがとうございます。一般の訴訟から見

ると，特許侵害訴訟自体がクレームの解釈から始まり

ますから，難しいというのはよく聞くところなのです

が，種苗登録の場合は，現物ですから，現物がさらに

再現性があるのか，いわば，他人と比較する前に自分

自身があるのかというところから始まってしまう点で

難しいということをおっしゃっているんだと思いま

す。DNAマーカーの点はどうでしょう。

【井上】 基本的に今，遺伝子マーカーというものを

使って品種を識別しようというのをやっています。こ

こで，DNAマーカーのことをわかる方もいらっしゃ

ると思いますが，わからない方も多いと思います。

DNA マーカーというのは，先ほど，種苗の特許法

の昭和 50 年の審査基準にあった遺伝子構成とは違い

ます。DNAマーカーというのは，系統の目印となる，

系統に特有な DNA 配列のことです。DNA 配列には

違いがたくさんあるのですが，必ずしもそれが DNA

マーカーとして使えるわけではありません。さらに，

DNAマーカーは特性を規定する遺伝子構成ではあり

ません。DNA マーカーは 100％ではありません。鑑

定が 100％ではないということです。資料 12 をご参

照ください。

４．知財マネジメント

【浅野】 ありがとうございます。次に，知財マネジ

メントに移りたいと思います。この点，東山先生，ご

説明していただけませんでしょうか。

【東山】 静岡で事務所を開いている関係で現場の営

農者等々と直接接する視点からのお話になろうかと思

います。今までの議論は，かなり大規模な種苗会社と

かの話になるのですが，地方で問題になる，例えば種

苗法の問題では勝手に増殖して売ったトラブルが殆ど

です。イ号物件を争うなんていうことはありません。
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資料 12

それから，特許を選ぶか品種登録を選ぶか。この辺

は，今までのお話でいろいろ選択されればよろしいか

なということです。また，ノウハウとかライセンス，

特許については，結構栽培方法といったものはノウハ

ウにしております。

【浅野】 髙松先生，ゴールドキウイの事例について

簡単にお願いします。

【髙松】 はい。今までの議論では，品種登録制度

が，何か使い難いみたいなことを少し説明したのです

が，一つ成功事例みたいなものをと思って挙げてみま

した。

ゴールドキウイというのは皆さんご存じですか。普

通のキウイというのは中身の色がグリーンだと思うの

ですが，黄色のものがあるのです。そのゴールドキウ

イ，実はある企業が品種登録して，品種登録制度をう

まく使っていると考えています。具体的には，この企

業は，ライセンス契約をした契約農家にしかゴールド

キウイを作らせていないのです。それで，市場に出す

ものについてはゴールドキウイという商標をつけて供

給しています。このような場合には，市場で売買され

るものが価値のある部分であって，品種登録上の重要

な形質に係る特性となっているならば，これが例えば

販売されていたら，これは育成者権侵害しているねと

いうのは明らかに分かります。したがって，こういう

価値がある部分であって他のものとは重要な形質が明

らかに違う品種であれば，契約と組み合わせて育成者

権もうまく使えるのではないかという一つ事例として

取り上げました。以上です。

５．種苗法による保護と商標法による保護との関

係

【浅野】 ありがとうございます。もっとやりたいの

ですが，時間も押しておりますので，ここらで次の，

商標法による保護と種苗法による保護について話題を

移したいと思います。中嶋先生，まず商標法による保

護と種苗法による保護，それから，続けて地理的表示

規制についてご説明してください。

【中嶋】 最初のトピックは，登録名称と登録商標の

関係，「種苗法と商標法の交錯」についてです。詳細に

ついては，平成 22 年度及び 23 年度の本委員会答申書

と，『パテント』2011 年 8 月号の 43〜57 ページに掲載

された，浅野卓氏による「種苗法と商標法の交錯」を
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ご参照下さい。

登録商標が，識別標識として商標権者が独占使用す

るものであるのに対して，品種名称は，外観のみでは

識別困難な登録品種を特定するための普通名称として

使用するためのもので，これについては独占権が及び

ません。一方で，品種名称と登録商標は，登録された

後は相互に排斥する関係にあり，登録品種の名称又は

それに類似する商標は，商標法 4 条 1 項 14 号で拒絶

されます。商標法の逐条解説や商標審査基準には，育

成者権の消滅後も，登録品種の登録名称は一般に普通

名称化すると考えられるために，もとの育成者権者も

当該登録名称と同一名称については商標登録を受けら

れないとの記載があります。

種苗法 4条 2号及び 3号は，登録商標との関係で名

称要件を満たさない場合について規定しています。

商標法及び種苗法の両者とも，品種名称と登録商標

の関係についての調整規定を置かず，相互に排斥し合

う関係にあるのは，商標法及び種苗法が，それぞれ互

いに異なるユーザーを想定していたため，そもそも調

整の必要がなかったことによると思われます。しか

し，農商工連携や 6次産業化の進展に伴って，植物の

品種名称とその収穫物，加工品の名称がオーバーラッ

プしてくる場面，いわば，登録商標と登録品種の名称，

種苗法と商標法とが交錯してくる場面が，最近の農業

振興施策との関係でクローズアップされつつありま

す。

今まで，品種登録制度は，我々弁理士にとって必ず

しも身近なものではなかったわけですが，商標に関し

ては，実務家として長年にわたり経験を蓄積してきた

我々弁理士は，総合的な知財サービスの提供という観

点から，登録商標と品種名称の関係について知ってお

く必要があると考えます。

品種登録出願においては，品種名を具体的に記載す

ることと，登録品種の利用という概念が，種苗そのも

のに加えて，収穫物，加工品にまで及ぶ場合がある一

方，商標登録出願においては，指定商品等は，通常包

括的に記載をすると思いますが，種子・種苗とその収

穫物，加工品といったものが互いに類似するとは限り

ません。類似という概念について，種苗法と商標法と

の間で必ずしも同一ではないわけですが，後ほどご説

明する審決例にも，その相違が現れているケースがあ

ります。

種苗と類似の商品・役務に関し，商標登録出願にお

いては，もちろん商標審査基準に即した検討が必要と

なります。種苗とその成果物，収穫物，加工品との類

否に関し，いちごを例に取ると，いちごの苗，いちご

は共に 31 類に属していますが，類似群コードがそれ

ぞれ異なっており，いちごを原料とした菓子・パンに

ついては 30 類で区分が異なっておりますし，類似群

コードも違います。更に，種子については苗と類似群

コードが異なっており，種苗法上，いわゆるカスケー

ドの原則の下で権利が及ぶ一連の商品群について，商

標においては必ずしも類似商品として取り扱われませ

ん。

農水省の品種登録ホームページ（http://www.hin-

syu.maff.go.jp/）に記載の「品種名称の審査基準」の別

表 1，2に，種苗に類似する商品，種苗又はその種苗と

類似の商品に関する役務に関する例示があります。例

えば稲の種子，苗というのは米と類似します。これは

稲に限らず，種子類，苗全般に関しては，苗の仕立て

という役務と類似することが挙げられております。

商標登録と品種名称の関係について，「紅ほっぺ」と

「あまおう」の 2つのケースが有名ですが，品種名称と

登録名称の決定に際し，取引者とか需用者への周知を

図る上で，どういう戦略をとるのが有効であるかとい

うことを検討する必要性を痛感させられる事例です。

「紅ほっぺ」については，「菓子，パン」について，育

成者以外の第三者が商標登録を受けてしまい，加工品

についてはその商法権者の許諾なしには育成権者も

「紅ほっぺ」の名称が使用できなくなっております。

一方，「あまおう」については，「福岡 S6 号」という名

称で品種登録を受け，「あまおう」という名称について

は登録商標になっています。

次に，登録名称に関連する商標に関する審決例をご

紹介しようと思います。拒絶査定不服審判及び無効審

判の審決について，品種登録期間中の登録名称に係る

ものと品種登録期間が経過した登録品種名称に係るも

のについて，本委員会でピックアップしたものが 17

例あり，今回はその一部について簡単にご紹介させて

いただきます。

資料 13 については，後日電子フォーラムで公開さ

れると思いますし，先ほどお示しした『パテント』

2011 年 8 月号の中に，ベースとなる表があって，もっ

と詳細な説明がついておりますので，詳しくはそちら

をご覧下さい。

一般論として，品種登録期間中の登録品種名称と同
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不服 2009-180115

小春

第 31 類「ねぎの種子，苗」

小春

菊
不服 2002-492616

1，17

審決例

資料 13

登録商標・指定商品等品種名称・植物審判番号

雪化粧

第 31 類「花，木…」

雪化粧

カーネーション，木
審判平 11-7990

無効 2002-3528411

Schwabe Greenwave

第 29 類「加工野菜及び加工果実」

第 32 類「ビール，…」

グリーンウェーブ

メロン

不服 2000-13660

不服 2000-13661
12

めぐみ／MEGUMI

第 31 類「甜菜の種子」

めぐみ

ぶどう
審判平 11-1392113

大雪の花

第 31 類「きく，ばら，…」

大雪

さくら
不服 2003-2186014

おろち

第 31 類「大根の種子」

おろち

ポインセチア

不服 2005-200954

紅ほっぺ

第 30 類「菓子，パン」

第 31 類「果実」

紅ほっぺ

いちご
異議 2004-901585，6

あいとゆーき

第 31 類「シンビジウム」

スリーピングドーン

あいとゆーき

シンビジウム

不服 2004-177499

SOMERSWEET

第 30 類「菓子，パン…」

サマースイート

とうもろこし
不服 2003-879910

紅隼人

第 30 類「アイスクリーム」

ベニハヤト

さつまいも

SUMMER SWEET

第 31 類「人の食用に供するとうもろこし，野菜の種子…」

サマースイート

とうもろこし
不服 2000-58482，8

かぐや姫

第 30 類「米，食用粉類，べんとう…」

かぐや姫

稲
無効 2000-355423，7

夢しずく

第 31 類「果実，その他」

夢しずく

桃

一または類似の商標については専ら商標法 4 条 1 項

14 号が適用され，非類似のものについては，場合に

よっては 3条 1項 3号，4条 1項 16 号が適用され，名

称及び商品・役務のどちらか一方が非類似であれば登

録をされる可能性が高いです。

一方，品種登録期間が経過したものについては，原

則 4 条 1 項 14 号の適用がなく，品種登録期間経過後

の登録品種名称と同一又は類似の商標については，審

査基準等によれば，一般に普通名称化するため 3条 1

項 1号が適用されるということになりますが，品種の

周知度によっては必ずしも普通名称と言えるかどうか

はわからないので，場合によっては 3条 1項 3号で拒

絶されるケースというのも出てくるかもしれません。

包括名称になると，3条 1項 3号に加えて 4条 1項 16

号の問題が生じる場合もあり得ます。

ただし，育成者権消滅後の登録品種名称と同一又は

類似の商標について，4条 1項 14 号を適用して拒絶す

ることは条文上排除されておらず，実際同号が適用さ

れた事例があります。

審決例 1，17 は，品種名称と商標が同一（「雪化粧」）

のものです。あと，指定商品については，品種名称を

含む包括名称が含まれています。「雪化粧」の品種登

録は，「カーネーション」については保護期間満了，

「鑑賞樹」については登録が生きていました。審決の

結論は，カーネーションについては，登録期間が満了

していますので，品種名称として一般に使用されてい

るものということで，識別力を欠くものと判断されま

した。ただし，適用条文は，3条 1項 1号ではなくて 6

号です。登録品種以外の花卉類については，誤認混同

のおそれありということで 4 条 1 項 16 号に該当する

と判断されました。「木」については，4 条 1 項 14 号

が適用されています。本事案から得られる教訓は，出
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願商標が一般に普及している品種名称と同一の場合，

3条 1 項 1 号，場合によっては 3号又は 6 号違背を理

由とする拒絶理由の解消というのは困難と考えられる

ということです。

審決例 2，8（「サマースイート」）も，基本的には審

決例 1，17 と同様のケースです。

加工品等を含むケースとして，品種名称及び出願商

標が共に「かぐや姫」である審決例 3，7で，登録品種

は「稲」，指定商品は，収穫物である「米」，加工品で

ある「食用粉類」，「べんとう」等です。この例では，

4条 1 項 14 号該当ということで拒絶されていますが，

本来，品種包括名称に係る収穫物は同号の射程外で

す。その他の商品については，3条 1項 3号，4条 1項

16 号等が通知されています。

審決例 4（「夢しずく」）は，「桃の種苗」と「果実」

が非類似商品だということで 4 条 1 項 14 号が適用さ

れなかった事例です。「桃」以外の「果実」について登

録が認められていますが，果たして妥当な判断なの

か，4条 1項 16 号等の適用があってもよかったのでは

ないかという批判もある事例です。

審決例 5，6は，先ほど説明した「紅ほっぺ」の例で

す。

審決例 9（「あいとゆーき」）は，登録品種，指定商品

共に「シンビジウム」で，品種名称（「スリーピング

ドーン あいとゆーき」）の一部を含んでいる出願商

標に関するものです。本来 4 条 1 項 14 号に該当する

ケースですが，品種登録が取り消されてしまったの

で，4 条 1 項 14 号に非該当として登録をされました。

ただ，4条 1項 16 号該当という判断の余地もあったの

ではないかという疑問が投げかけられている事例で

す。

審決例 10 は，出願商標「SOMMERSWEET」の例

で，これから直ちにとうもろこしの登録品種「サマー

スイート」を想起させるものではないため，3条 1項 3

号，4 条 1 項 16 号非該当という判断がなされた例で

す。

審決例 11（「紅隼人」）は，品種名称に類似の商標で

あるため，3条 1項 3号，4条 1項 16 号に該当すると

いう判断がなされた例です。

審決例 12 の出願商標（「Schwabe Greenwave」）は，

品種名称（「グリーンウェーブ」）を一部に含んでアル

ファベット表記されている例ですが，商標の後半部分

を捉えて直ちにメロンを想起させるとは言いがたいと

いう理由で，4条 1項 16 号非該当という判断がなされ

ています。

審決例 13 は，品種名称，出願商標が同一（「めぐ

み」），登録品種が「ぶどう」であるのに対して指定商

品が「甜菜の種子」である事例ですが，取引の実情を

考慮して 4 条 1 項 16 号に非該当ということで登録に

なったというものです。

審決例 16 は，登録品種が「菊」，指定商品が「ねぎ」

の種子，苗で，明らかに非類似品種ですが，類似商品

と判断されたという例で，品種を限定したとしても，

取引の実情等によっては類似商品と判断されるおそれ

があるということと，登録期間満了後であるにもかか

わらず 4条 1項 14 号が適用されたという例です。

国内では，品種登録期間満了後に，品種名称は普通

名称化するという考えがとられているわけですが，外

国では必ずしも同様な判断がなされない可能性があり

ます。中国で「越光」だとか「一目惚」とか「秋田小

町」というのが，漢字を当てて商標登録されている例

というのがたくさんあります。海外進出される場合に

は，地名等に加え，登録品種名称についても抜け駆け

的な登録というのがなされうる点にご注意いただきた

いという問題提起でした。

【浅野】 ここまでのところで，多分今の説明の中で

大きな注意点が 2 つ出たと思いますが，1 つは，商標

法では，種苗と，収穫物・加工品とは違う商品区分で

あり，また非類似商品なので注意してくださいという

のが第 1点。それから第 2点が，商標法上の商品概念

と種苗法上の品種の概念が違うので注意してください

というのを審決例を使いまして説明していただきまし

たと。あと何かありますか。

【東山】 言わずもがななのですが，ご本人の種苗登

録だから少なくとも本人は商標登録できるだろうとの

誤解，これは随分多いです。これは押さえておいてく

ださい。

【浅野】 東山先生，ありがとうございます。まさに

実務をやっているとそういうのが，当然本人だからい

いだろうという気で依頼されるのですが，残念ながら

だめだということです。

では，引き続き地理的表示規制について中嶋先生，

お願いします。

６．地理的表示の保護

【中嶋】 続きまして地理的表示の保護制度について
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のお話に移らせていただきたいと思います。地理的表

示というのは知的財産としては比較的新しい概念で，

TRIPs の 22 条の第 1 項における定義が国際的に最も

コンセンサスが取れているものだと思われますので，

それをご紹介します。地理的表示というのは，「ある

商品に関して，その確立した品質，社会的評価，その

他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せら

れる場合において，当該商品が加盟国の領域またはそ

の領域内の地域もしくは地方を原産地とするものであ

るということを特定する表示」で，端的に言うと，産

地名プラス産品の普通名称というのが最も一般的な地

理的表示に当たるかと思います。

それ以外に，例えば日本の例で，「しょっつる」だと

か，「いぶりがっこ」等の，産地名も産品の一般名称も

含まないが，特定産地のある商品を想起させるような

ものも，ここで言う地理的表示に包含されます。ま

た，「表示」ですから，必ずしも文字のみである必要は

なくて，図形等であっても構わないと解されます。

まとめると，地理的表示は，製品の地理的原産地の

表示であり，併せて，その原産地に依存する製品の品

質，特徴等の特性，更には，原産地と特性とのリンク，

結びつきというのを特定する表示です。したがって，

ある程度の期間使用されていて，やはり確立した特徴

だとか社会的評価といったものが確立している必要が

ありますので，新規の表示というのはここで言う地理

的表示の保護対象には含まれないというのが一般的な

理解です。

諸外国において，地理的表示は，商標制度の枠組み

内で保護されているケースもありますし，今回ご説明

する独自の保護制度による保護が図られているケース

もあります。

原産地の地理的特性に由来する優れた品質を有する

伝統的産品というのは，他の産地の製品よりも高い価

格で販売ができるようになります。そのため，昨今の

農山漁村地域の振興や地域ブランドの創出の観点，

TPP もそうですが，EPA，FTA等の貿易・経済連携

協定の観点，更には，農水省の国内のカロリーベース

の食料自給率の向上といった観点から，差別化要因と

して，産品の原産地を積極的にアピールしたいという

ニーズがあります。このような表示は，ブランド価値

を持っている標識ですので，無関係な第三者によるた

だ乗りからの保護が必要でしょう。したがって，何ら

かの法的手段により，表示の規制及び保護が必要とさ

れ，最近は，知的財産法制の中で保護を選択する国が

増加していることが背景にあります。

商標制度の枠組みでの地理的表示の保護における課

題として，地理的に記述的な表示というのは，本来は

識別力や独占適応性の問題から，原則として商標登録

は認められない点が挙げられます。また，地域の伝統

的産品としての社会的評価の確立に当たっては，その

地域に住んでいる多くの人たちの歴史的な営為の積み

重ねが背景にあるため，社会的評価は共同財としての

性質を持つものですから，個人への帰属にはなじみに

くい点も商標制度になじみにくい要因の一つとして挙

げられます。

上記の原則の下での，現時点における地理的表示の

保護に関する国際的なミニマムスタンダードとして

は，TRIPs 協定の 22 条，23 条が挙げられます。まず

22 条には，商品の地理的原産地について，公衆を誤認

させるような表示及び不正競争行為を防止するための

法的手段を提供することが，WTO加盟国に対する最

低限の履行義務として規定されています。

TRIPs 協定 23 条には，ぶどう酒及び蒸留酒に関し

ては，誤認混同を要件としないさらに強力な保護を与

える義務が課されています。これを受けて導入された

商標法 4 条 1 項 17 号には，誤認混同のおそれがない

にもかかわらず，指定産地以外の産地で使用されるぶ

どう酒，蒸留酒等については商標登録を認めないとい

う規定があるのはご存じのとおりです。

TRIPs はあくまでも国内的保護に関するミニマム

スタンダードですから，各国の事情に応じて追加的

な，より高い保護を与えてもよく，どういった法律で

保護するかについて，TRIPs 上は何ら制限はありませ

ん。

各国における保護の態様としては，不正競業法によ

る規制，消費者保護法による規制，地理的に記述的な

商標についての登録要件の緩和，主体要件を特定の団

体に制限した団体商標制度や，証明商標制度といった

やや特殊な商標制度の中での保護が図られている場合

もあります。その他，先月末に，我が国国会に提出さ

れた法律を含む独自の登録保護制度を制定する国も増

えています。

【浅野】 その独自の制度をご説明いただけますか。

【中嶋】 では，4月 25 日に国会に提出された特定農

林水産物等の名称の保護に関する法律案の概要をご説

明します。本日の資料作成にあたり，農水省の法案説
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明資料の抜粋を利用させていただきました。

制度導入の必要性としては，地域の伝統的産品につ

いて，その名称を地域の共有財産，知財として活用を

図っていく必要があるが，その課題として，端的に言

うと，伝統的産品の品質を保証する仕組みというの

が，地域団体商標制度を含む商標制度では，制度的に

担保がされていないという点が挙げられます。

一言で言うと，地域の伝統的産品の特性の統一・維

持とへの制度的担保が不十分である点，フリーライ

ド，模倣の発生を防止する点等の課題をクリアして，

品質込みで名称を保護する制度ということになりま

す。

制度の概要としては，伝統的産品の特性を国が保証

をし，その名称を登録する。フリーライド，模倣品に

関しては，独占権を付与するのではなく，国が排除を

するという制度設計になっているようです。おそら

く，中小生産者が多く，自ら権利行使することが難し

いという我が国農林水産業者の現状に鑑みて，権利付

与型ではなくて，表示規制型の制度を採用したのだと

思われます。また，地域の生産者全体に地理的表示の

使用を許容するといった仕組みになっています。

創設の効果としては，地域の共有財産としての知的

財産の保護。生産者利益を図りつつ，需要者に対して

は，正しい産品が付され，品質が公的に保証されたも

のが提供されることを通して，需要者の利益も保護し

ようという仕組みになっております。

保護対象は，「特定農林水産物等」の「地理的表示」

です。ここで言う「農林水産物等」とは，お酒，医薬

品等の他の法律で規制されているものを除く，食用の

農林水産物及び飲食料品，イグサ等の一定の非食用の

農林水産物及びその加工品，例えば，畳表，ござが該

当します。

それらのうち，特定の場所，地域等を生産地とし，

その品質，社会的評価などの確立した特性が生産地に

主として帰せられる農林水産物等を特に特定農林水産

物等と規定し，それを特定する表示について保護をす

るという制度です。

保護の主体としては生産者団体等で，代表者等の定

めがある場合には，法人格がない場合でも的確性が認

められます。また，地域団体商標の団体要件と同様

に，正当理由なく有資格者の加入を拒んだり，現構成

員よりも困難な加入条件を後から入ってくる者に課し

てはならない等の定めがあること等，一定の要件を満

たしている必要があります。

保護の内容としては，特定農林水産物及びその包装

等にその表示を付することができ，第三者が正当理由

なく無断で使用した場合には，国が禁止するという内

容になっています。登録名称と共に，地理的表示の登

録を受けたということを認証する登録標章を付する義

務が課せられます。違反者に対しては，権利者による

差止請求等ではなくて，農林水産大臣による措置命令

といった形で規制されます。違反者には刑事罰の適用

もあります。詳細はわかりませんが，JAS法等の枠組

みを踏襲していると思われます。

申請者は，生産工程管理業務を行う必要があり，共

同申請も可能となっています。地域に複数の団体があ

る場合には共同で申請することも可能です。

必須の提出書類としては，農林水産物の区分，名称，

生産地，特性，生産方法等を記載し，地域に根差した

特性等を特定するための明細書，その表示を付するた

めの管理基準を記載した生産工程管理業務規程が挙げ

られています。

申請内容は公示され，公衆の縦覧に供され，公示日

から 3カ月以内であれば誰でも意見書を提出すること

ができます。これは，例えば複数ある団体のうち一部

の人たちだけで申請された場合に，他の団体への異議

申立の機会の確保，当該団体への同一の産品を含む表

示についての申請機会の確保といった，いわゆるアウ

トサイダー問題への配慮という意味合いを含む規定で

はないかと思われます。

申請が拒否理由を含むか否かの判断は，審査官では

なくて学識経験者の意見の聴取といった形で行われ，

学識経験者は必要に応じて先ほどの申請人だとか意見

書提出者その他の人々の意見聴取ができるという制度

設計になっております。

登録の拒否理由としては，生産者団体の適格，生産

工程管理業務が適切に行えないこと，申請された農林

水産物等に関するものとしては，特定農林水産物では

ない，すなわちいわゆる伝統的産品ではないこと，既

に登録されているものと全部または一部が同一である

こと，名称に関するものとしては，普通名称，それを

特定できない表示であること，既に登録されている登

録商標と同一または類似のもの等があります。

短い条文ではあるものの，現時点で判明していない

ことがいろいろあります。例えば，地理的表示登録さ

れた後の同一又は類似の名称に係る商標登録出願につ
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いての取り扱い等は明文の規定がないのでわかりませ

ん。おそらく，原則として，識別力等の問題で拒絶さ

れると思われますが，詳細については不明です。今回

の法案では，商標権の効力の例外に関する商標法 26

条に 3 項を新設するという改正が予定されています。

同項は，登録地理的表示を商品その他に付する行為，

その付した商品を譲渡等する行為，送り状に表示を付

する行為には商標権の効力は及ばないとのみ規定され

ているに過ぎず，詳細については，はっきりしないと

ころがあります。

登録の併存自体は認められると思われますし，例え

ば地域団体商標登録を受けている人が新たに地理的表

示について登録申請をするということに関し，何ら問

題はないと思われます。あと先後願関係の調整がどう

なるのか等，不明確な点もあります。制度の骨組みが

はっきりしないわけですが，想定される権利関係の問

題については，お隣にいらっしゃいます前年度本委員

会委員長の浅野先生が『パテント』の 2013 年 6 月号の

73〜88 ページに，「地名表示規制と農林水産品保護」

というタイトルの論考を掲載されておられますので，

そちらについてもお読みいただければと思います。

７．弁理士のかかわり方

【浅野】 ありがとうございました。時間の関係で先

を急がせてもらいまして，質問等は後でまとめてお受

けします。次に，こういった種苗関係あるいは地理的

な関係で弁理士がどうかかわってくるのか，弁理士が

ほんとうに仕事としてできるのかといった問題に移り

たいと思います。まず，弁理士のかかわり方に関して

代理権があるのかないのか，長谷部先生，よろしくお

願いします。

【長谷部】 農林水産知財対応委員会ができて 6年か

7 年になると思います。その初期に，弁理士が種苗法

の代理人をすることに対して問題はないのかというこ

とが議論されていました。その中で，具体的には現実

的に代理について，種苗会社がやっていたり個人が

やっていたりして，代理権の要件について明文規定は

ない状態でなされています。弁理士も当然実績もある

し，やっているというような状況です。懸念事項とし

てあったのは行政書士との関係を懸念する声があった

り，行政書士が代理でき，弁理士が代理できない恐れ

について多少議論されていたというような背景がござ

います。

いろいろなことがありましたけれども，今までかか

わった皆様，あるいは執行部の皆様のご尽力で弁理士

法が改正され，改正弁理士法において，弁理士は知的

財産に関する専門家であることが明記され，知的財産

基本法により「植物の新品種」が「知的財産」である

ことが明記されていると承知しておりますので，今後

も安心してやってもいいというようなことになるんだ

と思います。実績もあるので，その点についてはあま

り心配することはないと思います。

ただ，もう一つ，では，弁理士が代理をするという

ことはどういうことなのかということをいろいろ考え

ますと，今までいろいろなところでお話がありました

ように，種苗法と商標法の関係とか特許法との関係，

それから，海外でどんな活動をするか，そのときにど

うブランドを構築していくか等，いろいろなことがあ

ると思います。それらを全てまとめてグランドデザイ

ンを描くというところに弁理士が果たす役割があるの

ではないだろうかと考えます。単純に，種苗がわかり

ますとか，今回法案が提出されている地理的表示につ

いて登録ができるとか，そういうことだけではなく

て，後からお話しする，農業というか農産物の競争力

を強化するというような局面においてどういう役割を

弁理士が果たしていくのかということを考えて，提案

できるか，ということが望まれるのかと思います。

【浅野】 ありがとうございます。この業務において

は初動が大切だと思うのですが，そのあたりいかがで

しょう。

【長谷部】 そうですね。最初にどのようなビジネス

かわからない状態で，「特許を取りたいがどうですか」

との相談が来たときに，特許ならこうなりますよとい

うことだけではなくて，全体的にどんな事業活動をし

ていくのかというようなことを考えて，トータル的な

ビジョンを示せれば良いと思います。

８．ケーススタディー

【浅野】 ありがとうございます。昨年度の委員会で

は長谷部先生が中心になって，現地に赴いて，いろい

ろユーザーさんの話を聞いてきたと思いますので，そ

の辺りを長谷部先生と東山先生から，ケーススタ

ディーということで，各 5分ずつ程でまとめていただ

けませんでしょうか。

【長谷部】 それでは，お話しさせていただきます。

平成 25 年度の委員会の活動の中で，では具体的に対
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象となる農業生産事業体というのはどんな行動をして

いるのかというようなことを少し考えてみました。要

するに，我々が活動するときに，具体的なクライアン

トとしてどれぐらいのことを意識すればいいのか，あ

るいはクライアントの皆様はどのようなことを考えて

いるのかということに少し焦点を当ててみたいと思い

ます。

今現在，TPPとかがありまして，国際産業競争力と

いう観点から農業関係を強化しようという向きがある

というのは皆さんご存じのとおりです。農林水産業の

内在的問題としては，人材が不足しているとか高齢化

しているとか小規模化とか，いろいろな問題はある

し，それに対していろいろな制度設計を変更しようと

いうようなこともあります。また，TPP の問題等も

あって外的要因もあります。その中で，具体的に産業

競争力として育成していこうということで，6次産業

化だとか農協の改革とか，そんなことが検討されてい

るわけです。

では，農産物に今求められているものは何なんだろ

うかということを概括的に見ますと，1 つは，ファス

トフードやコンビニ等が求めているのは，工業製品的

な，年間を通じて品質と量と価格の安定したものを供

給してくださいというようなことで，ローソン農場が

できたりしているわけです。その中で，農産物は季節

性があったり，天候に左右されるといた制約条件があ

りますが，それをいかに克服するかということが求め

られています。あとは安心・安全とかブランド化とか

環境の問題等々あります。

そういうことが背景にありますし，植物新品種は，

年間 1,000 件ぐらいのマーケットだということです。

その中で，花卉類とか鑑賞樹とかが多いというのが実

態で，この出願人となっているのは代理人無しの種苗

会社等が多く，そして急激に伸びているわけではない

ということです。

それから，6次産業化とか農商工連携についてどの

ような実態があるのかというのを調べました。最初の

農商工連携 88 選として取り上げられた例を分析して

みると，特許と商標を取得しているのが 14％，特許だ

けというのは 7％，商標だけというのは 34％，何もな

いというのは 45％ぐらいというのが，我々のやってい

る特許，実用新案，意匠，商標の四法の関連のところ

です。全体的に見れば半分以上は何らかの関心を持っ

ているし，実績もある。したがって全然関心がない人

が残りの 45％いるというわけでもないということに

なるかと思います。実際の保有件数は，せいぜい数件

という規模なわけです。

傾向としましては，全体的に見ると，いろいろな連

携関係をしていきましょうというような制度設計や補

助金とかが出ていますし，そういう方向で競争力を強

めていこうということだと思います。それから，規模

拡大，企業の参入，輸出志向とかブランド化とかグ

ローバル化，というような状況にあるのですが，では，

我々の常日ごろおつき合いしているお客様と比べて実

態はどうなのかというのを少し見てみたいと思いま

す。

高額のレベルとして，3,000 万円以上の売り上げ層

のシェアが取り上げられており，その部分が増加して

いる統計がありました。農林水産省の統計処理によれ

ば，高額の売り上げを上げているというのは 3,000 万

円ぐらいということです。

農水省の誘導目標面積である 20 ヘクタール以上の

経営面積を持っているのは今のところ 2万戸という状

況です。

法人数についてみれば，確かに法人化の傾向はかな

り見られますが，1 万 2,500 件というような状況でご

ざいます。

6次産業化は，法人になっていると，4割ぐらいが 6

次産業化に手をつけているということらしいです。そ

の中で，5 億円以上というような経営主体が 5％ぐら

いあって，法人数でいうと 650 ぐらいあるといったと

ころです。だから，大きな事業体として認識されてい

るのが 5億円で 650 社ぐらい。どんな事業をしている

かというと，直接販売とか加工，それから貸し農園を

していたり観光農園化しているというような実態があ

ります。

農業に従事している人の層は高齢化していって，平

成 22 年では 70 歳以上がとても多いというようなこと

で，担い手としては非常に老齢化しているというのが

あらわれています。つまりは，既存の農業従事者がリ

タイアしていくので，ほかの新しい部門が，参入する

チャンスはあるかもしれないということを意味してい

ます。

このようなことが統計処理により把握されるわけで

すが，昨年度は，その中から 4カ所ほど実際のケース

スタディーをやってみました。4 カ所の一つ目は，東

北地方の米生産団体です。それから 2つ目は，静岡県
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の高糖度トマトです。それから 3 つ目は紀州南部の

梅，それから 4つ目は北海道のナガイモのシェアが一

番大きい農協を対象にしました。

全体的には商標についてはしっかり意識している

し，ブランドも確立しようとしています。特許につい

ては，やってみたけれどもうまくいかない，という点

と，ノウハウにしておこうかなとか，あとは，今まで

のつき合いがあるから特許は取れないなというような

点があるというところです。概略をまとめるとそんな

ところです。

【浅野】 ありがとうございます。ある会議で，「弁

理士会で出張調査してきたのですが，現場ユーザーは

特許についてはあまり積極的じゃなかったけれども，

商標についてはわりと積極的だった」と言うと，驚か

れました。だから，ここらの辺りがわりと目新しいこ

とじゃないかなと思います。ご参考にしてください。

それでは，東山先生，アメーラについてのお話しを

お願いします。

【東山】 それでは，先進的，体験的事例報告です。

株式会社サンファーマーズという営農法人をご紹介し

ます。株式会社サンファーマーズはアメーラというブ

ランドの高糖度トマトの通年出荷をやっております。

農場は完全なハウスで，いわゆる野菜工場的です。た

だ，当然外気の影響は受けるので，温暖な静岡県を中

心に，ちょっと冷涼な富士山麓，長野県の軽井沢とい

うようなところでやっています。驚くことに出荷量が

12 年間で 12 倍，単価が 1.25 倍という，普通の工業製

品では考えられないペースで広まってきて，さらに

ユーザーが増えているよというような状況になってい

ます。株式会社サンファーマーズについて，いろいろ

なスライドを見ながら紹介します。

まず，アメーラトマト。これは，静岡弁です。静岡

出身の方いますか。「あめーら」，甘いでしょうという

意味です。決してイタリア語ではありません。

サンファーマーズの経営戦略は，とにかく独自の栽

培システムです。ちなみに申し上げますと，この高糖

度トマトは，栽培方法で甘くしています。この独自の

栽培システムは，「トマト命」というような技術者さん

の研究成果ですが，独自の栽培システムの開発過程で

私ども四，五回ディスカッションし，結局ノウハウに

しました。ということで，特許での保護よりむしろ，

アメーラをどうブランド化するかというブランド戦略

を採っています。

『日経MJ』という経済雑誌に，アメーラという高糖

度トマトについてはもう独走というような評価を得て

います。アメーラは，例えばヤマザキパンのランチ

パックに使われていまして，こういうようなところの

契約書等々も私どもがかかわっております。

この企業は頭がやわらかいなと思うのは，とにかく

自分たちじゃ全部カバーできないということで，多く

の外部ブレーンの支援を受けています。大学教授とか

デザイナー，フードコーディネーター，有名ホテル

シェフとかそういうところです。また弁理士，弁護

士，それから市場経営者というようなところや，障が

い者施設の教員の方も入っています。地域で障がい者

が働ける場ということも目指していまして，そういう

意味では非常に社会性も考えています。ということ

で，そんなところを支援させていただいています。弁

理士の商売としてどうなんだと言われると，まあそん

なでもないです。ブランドを決めれば，あとは管理だ

けです。トラブルもそんなにはございません。時々あ

りますけれども，弁護士さんと一緒に内容証明で「こ

ら」と言うと，大体一発で片づいています。

９．Ｑ＆Ａ

【浅野】 ありがとうございました。今までの説明，

第 1部の伊藤先生の報告も含めまして何かご質問があ

りましたら。どうぞ。

【質問者Ａ】 特性表のことをお伺いしたいのです

が，あれはおそらく何か品種ごとに項目が決まってい

る定型のものか何かあるような気がしますがいかがで

しょうか。

【伊藤】 ご質問の方のご理解のとおりで，先ほど，

農林水産省の品種登録ホームページに審査基準が植物

種ごとに出ていることをご説明しましたが，そこに，

各審査基準に対応して，特性表も植物種ごとに出てお

ります。ただし最近では，出願書類の記載を簡素化す

る流れがありまして，特性表を，出願書類の一部とし

て必ず出さなくとも良く，品種に特徴的なポイントの

みを書けば良いという植物種も徐々に増えています。

品種登録ホームページに特性表が示されていない植物

種も最近はあるということです。このあたりところ

は，実際にホームページをご覧になっていただければ

と思います。

【質問者Ｂ】 農林水産知財対応委員会に要望させて
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資料 14

いただきます。農林水産物の保護といいながら，要す

るに農産物の保護であって，水産物に関する保護につ

いては全く今日のお話に出ておりません。今日のお話

は品種登録が主ですからいいのですが，もうちょっと

弁理士会としてもご研究いただきたいと思います。私

は少し水産関係に関係しているのですが，今日のお話

を聞きますと，やっぱり昨今の，農産物の保護と水産

物の保護では大分差がついてきていると思いますの

で，その辺よろしくお願いしたいと思います。以上で

ございます。

【浅野】 ありがとうございます。実はその水産物の

ほうも対応したかったのですが，何せ時間との兼ね合

いで。多分今年平成 26 年度の委員会が対応してくれ

るんじゃないかなと期待しております。決して邪険に

扱っているわけじゃないということをご理解くださ

い。

【質問者Ｂ】 期待してます。

【質問者Ｃ】 水産物の特殊な養殖をやろうとするグ

ループが，地域名で売り出したい場合に，グループだ

けで独占するにはどうすればいいですか。

【浅野】 中嶋先生，いかがですか。

【質問者Ｃ】 養殖法は確かに特許の視点から見て多

分特徴があると思います。特許になるかならないかは

わかりませんけれども。

【中嶋】 ご自身たちだけで独占を希望される場合，

地域団体商標制度や，先ほどご説明した特定農林水産

物等の名称の保護に関する法律（案）では，権利主体

が，その加入等について差別的な要件や排他的要件を

課さない生産者団体等に限定されますので，識別力の

ある構成態様を有する商標について通常の商標登録を

受けるということになるかと思います。お答えになっ

ていますでしょうか。

【質問者Ｃ】 わかりました。ありがとうございま

す。

【質問者Ｄ】 特許法と種苗法の二重保護についてお

聞きしたいのですが，登録要件ももちろんなのです

が，例えば先ほどの遺伝子組み換えによって新しい植

物を作出したような場合に，二重保護を受けるメリッ

トの一つとして権利期間が全然違っているという点が

あると思うのです。実際日本で遺伝子組み換えの植物

を商品化するのに時間がかかりますので，まず遺伝子

をとった段階で特許出願しておいて，そして実際の品

種ができてから種苗登録をすると，そういったやり方

で長く保護をしようという狙いがあるのですが，今の

種苗法の 21 条 1 項 3 号を見ると，特許権が消滅した

後は，自らが育成者権を持っていても，もう権利行使

できないように読めるのです。この点はこの理解でい

いかという問い合わせを何度か受けたことがあるので

すが，このあたりについて先生方，何かご助言いただ

けたらと思います。

【浅野】 井上先生，お願いします。

【井上】 種苗法における調整規定のお話ですね。

【質問者Ｄ】 はい。

【井上】 実は今，二重保護の問題になっているの

は，種苗法には種苗の育成方法の特許との間での権利

調整規定はあるのですが，種苗，すなわち植物そのも

のに対して，（特許権と育成者権の権利の）重複という

概念がないのです。ですから，極端な話として，今現

在，調整規定として育成者権の権利が及ばないという

のは，あくまでも種苗の育成方法の特許に関してでし

て，植物そのものの特許に関しては調整規定はないで

す。

【質問者Ｄ】 はい。ありがとうございます。

よく理解できました。ありがとうございます。

【浅野】 本日のパネルディスカッション，いろいろ

な角度から，かなり多方面からみて参りました。今お

手元にお配りしている資料 14 は，本日のパネルディ

スカッションからの提言です。3つばかり挙げさせて

もらっています。読み上げます。1 つ目，農業の競争

力強化と農産物の知財保護に関し，弁理士事務所の国

際的なネットワーク化を図る。2 つ目，農業事業体の

経営に役立つ知財制度にするため，関係機関に働きか

ける。3 つ目，農産物の知財保護のため弁理士が活躍

できるような制度にするため，関係機関に働きかけ

る。このような提言を皆さん方のご了解，総意を得て

実行したいと思うのです。ご賛同いただける方は拍手
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なり手を挙げるなり。

（拍手）

【浅野】 ありがとうございます。これをどう生かす

かというのに関しましては，委員会で議論させてもら

います，ここに今，執行部を代表して副会長の中川先

生が見えています。中川先生，この拍手をたっぷり聞

いていただいたと思いますので，一言どうですか。

【中川】 そうですね，私も，農水対応委員会の担当

副会長にさせていただいて，お話を聞くと成長分野だ

と思います。これから弁理士が社会の中で，「ああ，

やっぱり弁理士という資格が必要だね」と言ってもら

うその一つの活躍分野になると思いますので，ぜひと

もよろしくお願いします。3つの提言はすごくいい提

言だと思いますので，もうちょっと具体化をよろしく

お願いいたします。

【浅野】 ありがとうございました。力強いコメント

を頂きましたので，これをまた本年度の委員会につな

げまして，もう少し具体化したものを執行役員会に出

したいと思います。今日は長時間の間，お忙しいとこ

ろありがとうございました。（拍手）

―― 了 ――

(原稿受領 2014. 5. 9)
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